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４．航空機騒音対策の概要

空港周辺整備機構の固有事業

１．教育施設等防音工事
（大阪国際空港、福岡空港）（補助）

①学校、病院等の防音工事 （概ねWE C P N L 7 0以上）
〔法5条〕

②共同利用施設の整備
〔法6条〕
ア 防音工事
イ 空調機能回復工事

（補助）２．住宅防音工事
〔法8条の2〕
告示日後住宅防音工事
（補助） 第１種区域

７．再開発整備事業①防音工事 （概ねWE C P N L 7 5以上）
②空調機能回復工事 〔法4 4条〕
③生保世帯空調機稼働費補助

（直轄） 第２種区域３．移転補償等
〔法9条〕 （概ねWE C P N L 9 0以上）

４．周辺環境基盤施設整備
（補助） 第３種区域

（概ねWE C P N L 9 5以上）

（直轄）５．緩衝緑地帯等整備
〔法9条の2〕

６．その他、テレビ受信障害対策
（補助）

８．代替地造成事業空 港
〔法44条〕

９．共同住宅建設事業
〔法44条〕
いずれも第１種区域
の外側で施行

＊「法」とは「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」をいう。


